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鹿 屋 市 

～豊かな資源を次世代へつなぐ森林づくり～ 
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目 次 

 

  

 表紙：たかくまふれあいの森のクスノキ 
  
 たかくまふれあいの森は下高隈町谷田にある国有林
で、樹齢約 250 年の古木をはじめ約 65 種類もの樹木か
らなる森です。 
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１ 計画策定の趣旨 
 

 

  

はじめに 第１章 



2 

 
 

２ 計画の位置付け 
 

 

３ 計画の期間 
 

 

  

第１章 はじめに 
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４ SDGS との関連 
 
 

 

 

 

  

 平成 27年の国連サミットで採択された「SDGs（Sustainable Development Goals（持続可能な

開発目標））」は、「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現に向け

た令和 12年までの国際目標で、17 のゴールが掲げられています。 

本計画においても、SDGs のゴールの達成に向けて取り組んでいきます。 

多様な森林

空間の整備 

森林環境教

育の推進 

森林の有す

る公益的機

能の発揮 

未利用木材

の有効活用

の促進 

森林施業の

効率化、低

コスト化、

労働環境整

備 

先進技術の

導入による

生産性の向

上 

山村地域の

振興や里山

林の保全 

人工林の適

正管理、市

産材の利用

促進 

災害に強い

森林づく

り、市有林

の活用 

多様で健全

な森林づく

り 

再造林の推

進、多様で

健全な森林

保全 

市民・事業

者・行政等

の連携した

取組 

特用林産物

の生産 

林業への女

性の参画の

推進 

○本計画と関連する目標 

第１章 はじめに 
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１ 位置・地勢 
  

 

 

  

鹿屋市の森林・林業を取り巻く諸情勢 第２章 
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単位：ha

県有林
(e)

市有林
(f)

私有林
(g)

44,815 23,088 7,251 15,837 481 1,464 13,892

100% 51.5% 31.4% 68.6% 3.0% 9.2% 87.7%

(b/a) (C/b) (d/b) (e/d) (f/d) (g/d)

市面積
（a）

森林面積
（b）

国有林
(C)

民有林
(d)

 

２ 森林の状況 
 

 

 

 

 

  

第２章 鹿屋市の森林・林業を取り巻く諸情勢 

※1 林齡（りんれい）：森林の年齢のこと。人工林では、苗木を植えた年を「１年」として、以下「２年」、 

  「３年」…と数える。 
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▲林業事業体による施業の様子 

▼民有林の内訳面積（ha） 

出典：林務水産課 

 

３ 林業の状況 
  

 

第２章 鹿屋市の森林・林業を取り巻く諸情勢 

※2 CLT（シーエルティー）：直交集成板（Cross Laminated Timber）の略称で、ひき板（ラミナ）を並べた後、

繊維方向が直交するように積層接着した木質系材料。厚みのある大きな板であり、建築の構造材の他、土木

用材、家具などにも使用される。 

※3 JAS 認定：「農林物資の規格等に関する法律の規定に基づいて制定した規格の認定を受けること。該当する 

林産物の主なものには、素材、製材、普通合板、特殊合板、集成材、フローリングなどがある。 
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「豊かな資源を次世代へつなぐ森林づくり」 
 
 

 

 

 

 

 

 

【主要指標】 基準値  目標値（R14） 

●林業生産額 85 千万円※１  102 千万円 (２割アップ) 

●木材生産量 73,000 ㎥※２  80,000 ㎥ (１割アップ) 

●再造林率 53.2％※３  70.0％ (３割アップ) 

     

●森林経営管理制度意向調査 

 の実施率 

4.4％※４  90.0％  

 

 

※１ 基準値は過去５か年間（H28～R2）の平均値（木材、特用林産物を含む） 

  ※２ 基準値は過去５か年間（H28～R2）の平均値（木材） 

  ※３ 基準値は過去５か年間（H28～R2）の平均値 

  ※４ 基準値は令和３年度末の進捗率  

基 本 理 念 

基本理念と目標 第３章 
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 １ 施策の体系 

  

総合計画 森林・林業振興計画 

基本 

目標 

や
っ
て
み
た
い
仕
事
が
で
き
る
ま
ち 

基本施策 個別施策 

① 里山の保全 

② 山村の振興 

① 
 

生産性・付加価値の高い

特用林産物の産地づくり 

② 
 

特用林産物生産への新規

参入者・後継者の育成 

① 
 

多様で健全な循環型の 

森林づくり 

② 市産材の利用促進 

③ 新たな需要に向けた取組 

① 担い手の確保・育成 

② 
 

効率的・安定的な 

林業経営対策 

① 市民参加の森林づくり 

② 災害に備える森林づくり 

(４) 
 
 

(３) 
 
 

(２) 
 
 

(１) 
 

 

(５) 

ま
も
り
・
育
て
る
林
業
の
推
進 

豊
か
な
資
源
を
次
世
代
へ
つ
な
ぐ
森
林
づ
く
り 

施策の推進方針と展開 第４章 

持続可能な森林・林

業（経営）の推進 

将来を担う経営体の

確保・育成 

健全で豊かな森林

（もり）づくり 

特用林産物の生産性

向上と担い手対策 

山村地域の振興
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▼鹿屋市の人工林資源 

出典：林務水産課 

▼鹿屋市の人工林主伐面積と再造林面積の推移 

出典：大隅地域振興局資料 

▲林業事業体による伐採の様子 

 

２ 施策の展開 

 

（１）持続可能な森林・林業（経営）の推進 

 

【現状と課題】 

  

第４章 施策の推進方針と展開 
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出典:農林水産省 Web サイト 

出典:農林水産省 Web サイト 

 

【施策の方向性】 

 

  

 持続可能な循環型の森林施業を実施するため、団地化の推進や施業の効率化、路網等の計画的

な整備を進めるとともに、主伐後の再造林の推進や市産材の利用促進を図ります。 

第４章 施策の推進方針と展開 
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▲鹿屋女子高等学校 

なのはなホール 

 

【主な取組】 

 ① 多様で健全な循環型の森林づくり 

② 市産材の利用促進 

③ 新たな需要に向けた取組 

  

第４章 施策の推進方針と展開 

※4 複層林（ふくそうりん）：森林を構成する林木を部分的に伐採し、苗木の植栽等を行うことにより、樹齢、

樹高の異なる複数の樹冠層を有する森林 

※5 長伐期（ちょうばっき）：標準的な伐採の林齢（標準伐期齢、例えばスギの場合 35～40 年程度）のおおむ 

ね２倍に相当する林齢 

※6 木質バイオマス：樹木の伐採や造材のとき発生した枝、葉など林地残材、製材工場などから発生する樹皮や

のこ屑などのほか、住宅の解体材や街路樹の剪定枝など 
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▼鹿屋市の木材生産量・生産額の推移 

出典：林務水産課 

▼大隅地域の林業就業者数及び事業体数の推移 

出典：令和３年度県森林・林業統計 

 
 
（２）将来を担う経営体の確保・育成 

 

【現状と課題】 

 

 

 

【施策の方向性】 

 
▲再造林された森林 

 労働災害の軽減や就労条件の改善など労働環境の整備を図り、林業従事者の定着化と女性の参

画を推進するとともに、将来を担う人材の確保に向けた魅力ある林業の PR活動を推進します。 

第４章 施策の推進方針と展開 
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【主な取組】 

① 担い手の確保・育成 

② 効率的・安定的な林業経営対策 

   

▲植栽作業 
▲作業道整備 

▲下刈作業 

▲技能研修 

第４章 施策の推進方針と展開 

※7 エリートツリー：精英樹（せいえいじゅ）の中でも、特に優れたものを交配した苗木から選ばれた第２世代以  

降の精英樹のこと。初期成長が早く、材質や通直性にも優れている。 

※8 地拵え（ぢごしらえ）：苗木の植え付けなどがしやすいよう､雑草木を刈り払うなど植栽予定地を整理する作業 

▲農業まつりでの PR イベント 
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森林の有する多面的機能

地球温暖化の緩和

（二酸化炭素吸収

、化石燃料代替）

地球の気候の安定

地球環境保全

表面浸食防止

表層崩壊防止

その他土砂災害防止

土砂災害防止/土壌保全

洪水緩和

水資源貯留

水量調節

水質浄化

水源かん養

気候緩和

大気浄化

快適生活環境形成

快適環境形成

療養

保養

行楽

スポーツ

保健・レクレーション

景観・風致

学習・教育

芸術

伝統文化

地域の多様性維持

文化

木材

食料

工業原料

工芸材料

物質生産

遺伝子保全

生物種保全

生態系保全

生物多様性保全

 

（３）健全で豊かな森林（もり）づくり 

 

【現状と課題】 

  

▲市民の森（霧島ヶ丘公園） 

▲ふれあいの森（輝北町市成野牟田） 

第４章 施策の推進方針と展開 
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▲浜田海岸の松林 

▲上祓川地区治山工事 

※9 Ｊクレジット制度：省エネルギー機器の導入や森林経営などの取組による、CO2 などの温室効果ガスの排出削 

減量や吸収量を「クレジット」として国が認証する制度 

 

【施策の方向性】 

 

 

【主な取組】 

① 市民参加の森林づくり 

 

 ② 災害に備える森林づくり 

  

▲林業体験活動 

▲ボランティアによる下刈り 

森林の持つ多面的機能を発揮する健全な森林を守っていくために、市民自らが森林を守り育てる

意識の醸成や、公益的機能を発揮できる森林への誘導を推進します。 

第４章 施策の推進方針と展開 
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シキミ

サカキ

ヒサカキ

ニオイヒバ

生シイタケ(原木)

乾シイタケ(原木)

生シイタケ(菌床)

乾シイタケ(菌床)

生きくらげ

乾きくらげ

木炭

竹炭

ぎんなん

椿実
樹実類

竹材

たけのこ

鹿屋市の振興作目

枝物

しいたけ

その他
きのこ類

木炭等

 

 

（４）特用林産物の生産性向上と担い手対策 

 

【現状と課題】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 施策の推進方針と展開 

▼鹿屋市の特用林産物生産量 と生産額 

出典：林務水産課 
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▲枝物生産者による情報交換会 

 

【施策の方向性】 

 

 

 

 

【主な取組】 

① 生産性・付加価値の高い特用林産物の産地づくり 

 

② 特用林産物生産への新規参入者・後継者の育成 

  

 特用林産物の生産性向上と山村地域の活性化を図るため、新たな担い手や後継者の確保と、特用

林産物の魅力を伝える普及啓発を推進します。 

第４章 施策の推進方針と展開 

▲ヒサカキ 

▲シキミ 

▲サカキ 
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（５）山村地域の振興 

 

【現状と課題】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施策の方向性】 

 

 

 

 

 地域住民が行う地域資源を活用した山村地域の活性化と、魅力ある里山林の景観の維持を図る森

林整備活動や鳥獣被害防止対策を推進します。 

第４章 施策の推進方針と展開 
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▲特用林産物出荷加工センター 

 

 
【主な取組】 

① 里山の保全 

  

 ② 山村の振興 

  

▲吾平町神野地区の風景 

▲上高隈町重田の風景 

第４章 施策の推進方針と展開 
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推進体制 第５章 
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１ 策定体制                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 策定経過                                   

期日 内容 

令和４年７月 19日 第１回策定委員会（策定方針及びスケジュール等について） 

８月 ９日 第２回策定委員会（基本施策の設定、課題の抽出等について） 

８月 31日 
第１回有識者会議 
（現状課題、基本施策及び施策に基づく取組（案）等について） 

～９月 26日 有識者会議委員への意見聴取 

11月 ７日 第３回策定委員会（骨子、計画（案）について） 

11月 14日 
有識者会議委員への個別意見聴取 
（骨子、計画（案）について） 

11月 25日 議員説明会 

12月 12日 第２回有識者会議（骨子、計画（案）について） 

12月 22日～ 
令和５年１月 20日 

パブリックコメント（意見公募手続） 
意見提出者数：２人 意見数：９件 

１月 23日 第４回策定委員会（計画（案）の加筆修正について） 

２月 17日 第３回有識者会議（最終（案）について） 

３月 計画策定 

 

市 

長 

事務局 

（農林商工部林務水産課） 

○有識者会議 

林業事業体等 

曽於地区森林組合 代表理事組合長 枦山 博 ７ 

所 属 分 野 役 職 氏 名 

鹿児島大学農学部 学識経験者 教授 寺岡 行雄 １ 

NPO法人おおすみ 100年の森 理事長 大竹野 千里 ２ 

有限会社おおのがら林業 取締役 岡本 孝志 ３ 

株式会社黒松製材建設 代表取締役社長 黒松 正大 ４ 

かのや枝物生産組合 組合長 鳥丸 等 ５ 

大隅森林組合 
団体 

代表理事組合長 下清水 久男 ６ 

大隅森林管理署 

行政 

署長 神崎 弘治 ８ 

鹿児島県大隅地域振興局 林務水産課長 下新原 博也 ９ 

鹿屋市 副市長 鈴木 健太（議長） 10 

委嘱 

意見 報告 

指示 

報告 

○策定委員会 

１ 

２ 

３ 

５ 

６ 

鹿屋市副市長（委員長） 

鹿屋市農林商工部長 

鹿屋市林務水産課長 

鹿屋市産業振興課長 

鹿屋市農地整備課長 

大隅地域振興局林務水産課技術主幹兼
林務第一係長 

所属・役職 

４ 

参考資料 
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